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税保険福祉

　
新
聞
が
ポ
ス
ト
に
た
ま
っ
て
い

る
、
洗
濯
物
が
長
く
干
し
た
ま
ま

で
あ
る
、
明
か
り
が
昼
夜
ず
っ
と

つ
い
た
ま
ま
な
ど
、
普
段
と
様
子

が
違
い
安
否
確
認
が
必
要
な
状
況

と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
安
否
確

認
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
に
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

　
寄
せ
ら
れ
た
情
報
を
も
と
に
、

早
急
に
安
否
確
認・
状
況
把
握
を

行
い
ま
す
。

受
付　
月
曜
日
～
金
曜
日（
祝
日

を
除
く
）午
前
９
時
～
午
後
５
時

３０
分

℡�

０
６
・
６
９こ

こ

に
９
２
・
４ホ

ッ

ト

０
１
０

�Anpi4010Line@
city-m

ori

　

guchi-osaka.jp

　
市
で
は
、
市
内
在
住
の
お
お
む

ね
６５
歳
以
上
の
高
齢
者
に
対
し
、

次
の
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

▽
緊
急
通
報
機
器
貸
与

対�

一
人
暮
ら
し
で
、
虚
弱
の
た
め

常
時
注
意
が
必
要
な
人

¥�

機
器
利
用
料
は
無
料
。
電
話
の

基
本
料
、
通
話
料
は
自
己
負
担

設
置
条
件　
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ア
ナ
ロ
グ
回

線
。
そ
れ
以
外
は
承
諾
書
を
提
出

す
れ
ば
設
置
可
能

注�「
０５０
」か
ら
始
ま
る
Ｉ
Ｐ
電
話
、

公
衆
電
話
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
ホ
ー
ム

プ
ラ
ス
電
話
は
設
置
不
可

　
高
齢
者
虐
待
と
は
、
高
齢
者
が

他
者
か
ら
の
不
適
切
な
扱
い
で
権

利・利
益
を
侵
害
さ
れ
る
状
態
や
、

生
命・健
康・生
活
が
損
な
わ
れ
る

よ
う
な
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
で

す（
下
表
）。

　
高
齢
者
虐
待
防
止
法【
高
齢
者

虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者

に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
１８
年
４
月
施
行
）】で
は
、

養
護
者
に
よ
る
虐
待
を
受
け
た
と

思
わ
れ
る
高
齢
者
を
発
見
し
た
人

に
対
し
、
高
齢
者
の
生
命
や
身
体

に
重
大
な
危
険
が
生
じ
て
い
る
場

合
は
、
速
や
か
に
市
に
通
報
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
が
課
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
養
介
護
施
設
従
事
者
な

ど
は
、
自
分
が
働
い
て
い
る
高
齢

者
施
設
な
ど
で
高
齢
者
虐
待
を
発

見
し
た
場
合
、
生
命・
身
体
へ
の

重
大
な
危
険
が
生
じ
て
い
る
か
否

か
に
関
わ
ら
ず
、
通
報
義
務
が
生

じ
ま
す
。

勇
気
を
持
っ
て

�

速
や
か
に
相
談・通
告
を

　
市
へ
虐
待
通
報
を
し
て
も
、
不

利
益
な
取
り
扱
い
は
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
、
安
心
し
て
く
だ
さ
い
。

注�

虐
待
の
事
実
が
な
い
の
に
事
実

で
あ
る
よ
う
に
嘘
の
通
報
を
行

う「
虚
偽
で
あ
る
も
の
」、一
般

的
に
考
え
て
虐
待
が
あ
っ
た
と

思
っ
た
こ
と
に
合
理
性
が
な
い

場
合
に
通
報
を
行
う「
過
失
に

よ
る
も
の
」は
除
き
ま
す
。

問
高
齢
介
護
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
１
０

　
現
在
、
障
害
者（
児
）各
種
手
当

の
受
給
者
へ
、
８
月
に
現
況
届
を

送
付
し
ま
す
。

　
提
出
期
限
ま
で
に
障
害
福
祉
課

へ
書
類
を
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

提
出
期
間　
８
月
１２
日（
金
）～

�

９
月
９
日（
金
）

特
別
障
害
者
手
当

　
２０
歳
以
上
で
重
度
の
障
害
の
状

態
に
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
で
常

時
特
別
な
介
護
が
必
要
な
障
害
者

に
対
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

対▽�

身
体
障
害
者
手
帳
１・２
級（
障

害
別
等
級
）の
異
な
る
身
体
障

害
が
重
複
し
て
い
る

▽�

重
度
の
身
体
障
害
と
最
重
度
の

知
的
障
害
が
重
複
し
て
い
る

▽�

重
度
の
精
神
障
害
ま
た
は
最
重

度
の
知
的
障
害
で
あ
っ
て
、
日

常
生
活
で
動
作
・
行
動
が
著
し

く
困
難
な
状
態
に
あ
る
な
ど

障
害
児
福
祉
手
当

　
２０
歳
未
満
で
重
度
の
障
害
の
状

態
に
あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い
て

常
時
介
護
が
必
要
な
障
害
児
に
対

し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

対①�

身
体
障
害
者
手
帳
の
１・
２
級

（
障
害
別
等
級
）所
持
者

②�
身
体
機
能
の
障
害
ま
た
は
長
期

に
わ
た
る
安
静
を
必
要
と
す
る

病
状
が
あ
り
、
常
時
介
護
を
要

す
る

③�

最
重
度
の
知
的
障
害
ま
た
は
精

神
の
障
害
が
あ
る
人
で
、
日
常

生
活
に
お
い
て
常
時
介
護
を
要

す
る

④�

身
体
の
障
害
ま
た
は
重
度
の
知

的
障
害
も
し
く
は
精
神
の
障
害

が
重
複
し
、
そ
の
状
態
が
①
～

③
と
同
程
度
と
認
め
ら
れ
る

注�

い
ず
れ
の
手
当
も
、
受
給
対
象

は
在
宅
者
で
す
。

　
ま
た
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す

の
で
、
事
前
に
障
害
福
祉
課
へ
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
障
害
福
祉
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
３
０
、

１
６
３
５

　
こ
の
法
律
で
は
、
通
報
を
行
っ

た
養
介
護
施
設
従
事
者
な
ど
は
、

通
報
を
理
由
に
、
解
雇
そ
の
ほ
か

不
利
益
な
取
り
扱
い
を
受
け
な
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
高
齢
者
虐
待
の
通
報
な

ど
を
行
う
こ
と
は
、
養
介
護
施
設

従
事
者
な
ど
が
行
っ
て
も「
守
秘

義
務
違
反
」に
は
な
り
ま
せ
ん
。

申
請
先　
健
康
福
祉
部・総
務
課

�

臨
時
福
祉
給
付
金
担
当

申
請
会
場　
守
口
Ｃ
Ｉ
Ｄ
ビ
ル
７

階（
本
町
２－

５－

１８
、
旧
守
口

Ｍ
Ｉ
Ｄ
ビ
ル
）市
役
所
よ
り
東
へ

約
１００
ｍ

受
付
日
時　
平
日
午
前
９
時
～

�

午
後
５
時
３０
分

問�

健
康
福
祉
部・
総
務
課
臨
時
福

祉
給
付
金
担
当
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

℡�

０
５
７
０
・
０
２
２
・
０
０
８

注�「
高
齢
者
向
け
給
付
金
」の
詐
欺

な
ど
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
基
準
日
時
点
で
守
口
市
の
住
民

基
本
台
帳
に
記
録
が
あ
り
、
発
送

日
時
点
で
支
給
対
象
と
見
込
ま
れ

る
人
に
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま

す
。

　
な
お
、
基
準
日
以
降
に
転
入
し

た
人
は
、
基
準
日
に
住
民
票
の
あ

る
市
区
町
村
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

　
申
請
期
限
を
過
ぎ
る
と
受
け
付

け
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
期
限

ま
で
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

給
付
対
象　
平
成
２７
年
度
臨
時
福

祉
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
人
、

お
よ
び
支
給
対
象
者
の
う
ち
平
成

２９
年
３
月
３１
日
ま
で
に
６５
歳
以
上

に
な
る
人（
昭
和
２７
年
４
月
１
日

以
前
に
生
ま
れ
た
人
）

給
付
額　
１
人
３
万
円

�

（
１
回
限
り
の
支
給
）

支
給
予
定
日　

�

申
請
受
付
後
、
約

２
ヵ
月

基
準
日　
平
成
２７
年
１
月
１
日

申
請
方
法　

�

郵
送
ま
た
は
申
請
会

場
で
直
接

注�
郵
送
は
８
月
１０
日（
水
）必
着

「
安
否
確
認
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
掲

示
用
チ
ラ
シ
」「
救
急
安
心
カ
ー

ド
」設
置
場
所

　
高
齢
介
護
課（
市
役
所
本
館
１

階
）、市
役
所
案
内
、
市
民
保
健
セ

ン
タ
ー
、
佐
太・
菊
水
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
、
障
害
者・
高
齢
者
交

流
会
館
、
市
民・
大
日
サ
ー
ビ
ス

コ
ー
ナ
ー
、
各
地
区
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
高
齢
介
護
課

℡�
０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
１
０

▽
寝
具
乾
燥
サ
ー
ビ
ス

内
寝
具
の
水
洗
い
・
乾
燥

対�

一
人
暮
ら
し
、
ま
た
は
高
齢
者

の
み
の
世
帯
で
い
ず
れ
も
虚
弱

で
あ
る

利
用
回
数　
年
４
回
以
内

▽
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス

内�

医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
、
リ

フ
ト
付
車
両
お
よ
び
ス
ト
レ
ッ

チ
ャ
ー
装
置
ワ
ゴ
ン
車
で
、
住

居
と
医
療
機
関
な
ど
の
間
を
送

迎
対�

要
介
護
認
定
が
４
以
上
で
、
寝

た
き
り
ま
た
は
車
い
す
常
用
者

注�

生
活
保
護
受
給
者
は
除
く
。

利
用
回
数　
１
回
３
時
間
以
内
で

１
日
２
回
、
年
間
２０
回
ま
で

利
用
条
件　
付
添
人
が
１
人
必
要

▽
日
常
生
活
用
具
給
付

内�
日
常
生
活
用
具（
電
磁
調
理
器
、

火
災
報
知
器
、自
動
消
火
器
）を

給
付

対�

一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
る
寝
た

き
り
状
態
ま
た
は
認
知
症
の
人

利
用
条
件　
生
活
保
護
受
給
者

�

ま
た
は
市
民
税
非
課
税
者

問
高
齢
介
護
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
１
０

生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

安
否
確
認
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

救
急
安
心
カ
ー
ド

絶
対
防
ご
う
！

�

高
齢
者
虐
待

障
害
者（
児
）各
種
手
当
の

�

現
況
確
認

高
齢
者
向
け
給
付
金

�（
年
金
生
活
者
等
支
援

�

臨
時
福
祉
給
付
金
）

申
請
期
限
は
８
月
１０
日（
水
）

　
救
急
車
を
呼
び
救
急
隊
員
が
駆

け
つ
け
た
時
に
、
救
急
隊
員
は
病

院
に
患
者
の
状
態
を
伝
え
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
時
に
、
氏

名
、
持
病
、
常
用
薬
、
救
急
連
絡

先
な
ど
の
情
報
が
あ
れ
ば
、
よ
り

ス
ム
ー
ズ
な
対
応
が
期
待
で
き
ま

す
。

　
あ
ら
か
じ
め「
救
急
安
心
カ
ー

ド
」を
作
成
し
、
救
急
時
に
備
え

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

出口

出口 出口

※1時間まで無料です。

店舗

虐待の種類 具体例

身体的虐待
たたく、つねる、なぐるなどの暴行行為
ベッドに縛り付けるなどの身体拘束、意図的に薬を過剰に服用
させるなど抑制する　など

介護・世話の
放棄、放任

空腹、脱水、低栄養状態のままにする　など
入浴しておらず悪臭がする、髪が伸び放題、皮膚が汚れている
室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
高齢者本人が必要な介護・医療サービスを、理由なく制限した
り使わせない　など

心理的虐待

怒鳴る、ののしるなど心理的外傷を与える行動
排せつの失敗などをあざ笑ったり、それを人前で話すなどで高
齢者に恥をかかせる
侮辱をこめて子どものように扱う
高齢者が話しかけているのを意図的に無視する　など

性的虐待 排せつの失敗などを懲罰的に下半身を裸にして放置する
キス、性器への接触、性行為を強要する　など

経済的虐待
必要な本人のお金を渡さなかったり、使わせない
本人の年金、預貯金などを本人の意思・利益に反して使用する
本人の自宅などを本人に無断で売却する　など

もりトピ


